
◆受給権者のお手続きとは

受給権者のお手続きとは、年金受給中に発生する

受給権者管理に関する次の手続きを指します。

この章では、その手続きの方法について説明します。

　・受給権者のお名前・住所・送金先等の変更、または

　　年金証書の再発行の手続き

　・年金受給権者の死亡した際の年金差止の手続き

　・個人番号一括アップロ－ドの手続き

ただし、年金受給権者に関する次の手続きについては

「７-３．裁定決議書を作成する」をご参照ください。

　・年金受給者が年金を一時金で受取る給付金請求

　・年金受給権者の死亡により遺族が対象となる給付金請求

８―１．　受給権者諸変更（登録）届兼年金証書再交付請求書を作成する

８―２．　受給権者死亡届を作成する

８―３．　個人番号一括アップロードを行う

8 受給権者のお手続きについて
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８-１ 受給権者諸変更（登録）とは、受給権者の管理情報（お名前・住所・送金先など）を変更（登録）する手続きを

指します。また、年金証書再交付は、紛失および破損などの際に、再交付を行う手続きを指します。

ここでは、受給権者諸変更（登録）および年金証書再交付についての手続きや操作方法を説明します。

※ 上記はワークフロー階層を３階層で設定されている場合の例です。

事業主にて設定することで、１次処理および２次処理の工程を省略することができます。

　１．受給権者諸変更（登録）届兼年金証書再交付請求書を作成する

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

第８章

　（１）　受給権者諸変更（登録）・年金証書再交付請求　手続きの流れ

事業主 ＣＰＢＳ

当システム対象外

諸変更通知書・年金証書再発行

請求書を受理・保管する

諸変更通知書・年金証書再発行

請求書を提出する

変更届を作成する

変更届を確認する

当システム対象外

変更届を送信する

案件終了連絡を

確認する

帳票を確認する

受理通知書・年金証書を

送付する

受理通知書・年金証書を

受取る

変更届を確認する

届出手続きを行う

帳票を送信・郵送する

（例：受給権者台帳など）

Ｐ. ３

Ｐ. ９

変更（登録）可能な項目 「受取人氏名」 「基礎年金番号」 「住所」 「電話番号」 「送金先」

受給権者

Ｐ.１０

Ｐ.１２

※年金証書は再交付請求の場合のみ

１次処理者

２次処理者

決裁者
次回年金支払予定日の
１８営業日前まで
※年金受給中の場合のみ
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８-１

■　受給権者諸変更(登録)・年金証書再交付請求する際の留意点

手続きの対象者は、以下に該当する受給権者（加入者）を指します。

・ 加入者資格喪失のみ手続き済み（裁定請求を行うまで）

・ 繰下げ中

・ 年金受給中

決裁者の工程終了と同時にＣＰＢＳへ届出書データが送信されます。

年金受給中の諸変更については、次回年金支払予定日の１８営業日前までに、届出実行および

工程終了手続きを行ってください。

届出実行および工程終了の手続きが間に合わない場合は、次回の年金支払の際に変更後の内容が

反映されない場合があります。

受給権者から以下の書類をご提出いただき、確認のうえ保管してください。

・ 【年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書】（｢受給権者のしおり｣に添付）

・ 本人確認書類

・ 年金証書（氏名変更の場合）

・ 氏名変更に関する市町村長の証明書（住民票）または戸籍抄本（氏名変更の場合）

※ 発行日から３カ月以内の公的書類にてご確認ください。

なお、氏名変更の際は、年金証書再交付の要否をご確認ください。

｢受取人氏名変更（登録）｣にて氏名変更を入力し、続いて｢年金証書の再交付請求｣を

選択してください。

別途、書類を提出する場合は、個々の案件ごとに必ず【送付状】を添付のうえ、ＣＰＢＳへ郵送にて

提出してください。

受給権者が海外居住者（非居住者）の場合は、関係法令に基づき、別途書類（「租税条約に関する

届出書」など）が必要となる場合があります。

※ 【受給権者諸変更届（登録届）兼年金証書再交付請求書】の作成の際、送付する書類を

選択または入力のうえ届出実行を行うと、【送付状】が作成されます。『送付状』ボタンを押し、

表示されたＰＤＦファイルを印刷してください。

【送付状】の帳票見本についてはＰ．１３をご参照ください。

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

　（２）　受給権者諸変更（登録）・年金証書再交付請求　手続きのポイント

留意点① 受給権者諸変更（登録）の対象者について

留意点② 諸変更の手続き期限について

留意点③ 受給権者から事業主へ提出する書類について

留意点④ 事業主からＣＰＢＳへ提出する書類について
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８-１

① 受給権者から【年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書】を受理し、

内容を確認します。

② 以下の書類を受理し、内容を確認します。

・ 本人確認書類

・ 年金証書（氏名変更の場合）

・ 氏名変更に関する市町村長の証明書（住民票）または戸籍抄本（氏名変更の場合）

■　変更届を作成する

【年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書】に基づき、【受給権者諸変更届（登録届）

兼年金証書再交付請求書】を作成します。

① トップページより、『受給権者のお手続き』を選択し、『受給権者諸変更（登録）届兼年金証書

再交付請求書作成』を押します。

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

　（３）　受給権者諸変更（登録）・年金証書再交付請求　手続きの手順　

◆ 受給権者から諸変更および年金証書再交付申出を受理 （当システム対象外）

事業主 １次処理者

①

①

終
了
連
絡

変
更
届
確
認

変
更
届
送
信

変
更
届
作
成
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② ｢受給権者諸変更（登録）届兼年金証書再交付請求書作成｣画面にて、｢始めから作成する｣を

選択し、「受給権者番号（加入者番号）」を入力します。

※ 一時保存を行った場合は、「続きから作成する」を選択し、「受給権者番号（加入者番号）」を

入力します。

８-１

③ 『次へ』ボタンを押します。

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

②

③

受給権者番号（加入者番号）が不明の場合は、

を押し、氏名検索機能をご使用ください。

終
了
連
絡

変
更
届
確
認

変
更
届
送
信

変
更
届
作
成
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④ ｢受給権者諸変更（登録）届兼年金証書再交付請求書｣画面にて、表示された内容を確認のうえ

必要に応じて変更（登録）する項目への情報を入力、および年金証書の再交付請求を選択します。

８-１ 「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。

入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

＜事業主＞

項目
説明

④
ボタンを押し、表示された

カレンダー上にて年月日を選択してください。

住所を入力する際は、『入力』ボタンを押し、

住所検索機能をご使用ください。『クリア』ボタンを

押すと初期状態（ブランク）に戻ります。

終
了
連
絡

変
更
届
確
認

変
更
届
送
信

変
更
届
作
成

送金先を入力する際は、『入力』ボタンを押し、

金融機関検索機能をご使用ください。『クリア』ボタンを

押すと初期状態（ブランク）に戻ります。
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８-１

◎：必ず入力（確認）いただく項目　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

※ 変更（登録）する項目のみ入力してください。

○

○

○

○

年金証書の再交付を請求する場合に選択年金証書の再交付請求

年金証書の再交付請求

○

○

○

○

○

○

○

○

銀行振込の場合に口座番号を入力

ゆうちょ銀行振込の場合に口座番号を入力

銀行振込またはゆうちょ銀行振込の場合に口座名義人（カナ）を入力
（姓と名の間に１文字スペースを入力）

○

金融機関名

支店名

預金種目

口座番号

ゆうちょ口座

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

変更予定年月日

作成日より先の日付で受給権者の情報を変更する場合に入力
・住所変更の場合に「転居日」を入力
・送金先変更の場合に「入金可能日」を入力
・上記以外の変更の場合に「変更日」を入力
・複数項目変更する場合は「その他連絡欄」に各々を入力
（例）　転居日：Ｒ○年○月○日
　　　　入金可能日：Ｒ○年○月○日
※非居住者かつ居住国の変更の場合、入力必須。「出国日」または「帰国日」
を入力

その他連絡欄

連絡事項がある場合に選択または入力
※非居住者の場合、以下より該当の変更事由を必須入力
＜変更事由＞
・出国
・帰国
・海外住所の変更
・国内通信先の設定
・国内通信先の変更
※国内通信先の設定、変更を希望される場合、国内通信先を入力（受給権者
台帳へ印字）

受取人氏名変更（登録）　※

受取人氏名（フリガナ）

受取人氏名（漢字）

参考：変更前情報（氏名（フリガナ））

参考：変更前情報（氏名（漢字））

電話番号変更（登録）　※

電話番号

送金先変更　※

送金方法

国民年金または厚生年金保険などの公的年金制度で共通する番号を入力

項目 必須 項目説明

基本項目

基礎年金番号

住所変更（登録）　※

住所

受取人の住所を入力（仮名、漢字〔ＪＩＳ第１水準、第２水準〕、英字が入力可）
※非居住者の場合、海外住所を入力（ただし、海外住所は受給権者台帳へ
印字不可）
※国内通信先の設定を希望される場合は、「その他連絡欄」へ入力

○

○

口座名義人（カナ）

受取人の電話番号を入力

給付金の送金方法を選択

銀行振込の場合に金融機関名を入力

銀行振込の場合に支店名を入力

銀行振込の場合に預金種目を選択

基礎年金番号変更（登録）　※

受取人のお名前をカナで入力（姓と名の間に１文字スペースを入力）

受取人のお名前を漢字で入力（姓と名の間に１文字スペースを入力）

変更前の受取人のお名前をカナで表示

変更前の受取人のお名前を漢字で表示

◎

○

終
了
連
絡

変
更
届
確
認

変
更
届
送
信

変
更
届
作
成
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⑤ 続いて｢送付書類等」「台帳作成形式」｢受理通知書の宛先｣を必要に応じて入力します。

※ ｢加入者台帳作成形式｣は、届出書作成時点で加入者資格喪失手続き未済の場合に表示されます。

また、｢送付書類等｣は受給権者が海外居住者（非居住者）の場合などにおいて、提出する書類が

ある際に入力します。

８-１

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。

入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。

◎：必ず入力（確認）いただく項目　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

⑥ 『チェック』ボタンを押します。

➠ チェックが行われ、【届出内容】【通知書】が作成されます。

⑦ 「処理結果のお知らせ」を確認します。

※ 修正が必要な場合は、『修正』ボタンを押し該当項目を修正します。

入力内容を確認のうえ、『チェック』ボタンを押します。

➠ 【届出内容】【通知書】が更新されます。

⑧ 『工程終了』ボタンを押します。

➠ 案件が２次処理者へ移ります。

＜事業主＞

受理通知書の宛先選択

書類を提出する場合に選択し、枚数および書類名を入力

手続き後に作成される受給権者台帳の作成形式を選択

受理通知書の宛先を選択

必要書類を送付

台帳作成形式

受給権者台帳

受理通知書の宛先

○

◎

◎

項目 必須 項目説明

送付書類等

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

項目
説明

⑤

⑥

⑦
⑧

ボタンを押し、帳票にて

確認することもできます。

『チェック』ボタンを押した後に修正を行う場合は、

『修正』ボタンを押し、該当項目を修正してください。

終
了
連
絡

変
更
届
確
認

変
更
届
送
信

変
更
届
作
成
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８-１

作成内容の修正およびエラーの発生について

『チェック』ボタンを押した後に変更および修正が必要な場合は、『修正』ボタンを押し、
該当項目を修正します。
エラーが発生している場合は、「処理結果のお知らせ」を確認、または『解説』ボタンを押し、
「処理結果（ＥＣＷ）コード解説」にて内容をご確認ください。

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

⇒ 「第１２章 １． エラーを解決する」 参照

終
了
連
絡

変
更
届
確
認

変
更
届
送
信

変
更
届
作
成
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■　変更届を確認する

トップページの「お手続きのお知らせ」に２次処理依頼が掲載されますので、前工程にて入力および

作成した【変更届】の内容を確認します。

８-１

① トップページの「お手続きのお知らせ」より、２次処理依頼の連絡を選択します。

｢掲示板【詳細】｣画面を確認のうえ、『案件へ』を選択します。

② ｢受給権者諸変更（登録）届兼年金証書再交付請求書｣画面にて、入力内容を確認します。

※ 修正が必要な場合は、前工程の担当者へ差戻を行うか、『修正』ボタンを押し該当項目を修正します。

入力内容を確認のうえ、『チェック』ボタンを押します。

➠ 【届出内容】【通知書】が更新されます。

③ 『工程終了』ボタンを押します。

➠ 案件が決裁者へ移ります。

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

事業主 ２次処理者

ボタンを押し、帳票にて

確認することもできます。

②

③

『チェック』ボタンを押した後に修正を行う場合は、

『修正』ボタンを押し、該当項目を修正してください。

終
了
連
絡

変
更
届
確
認

変
更
届
送
信

変
更
届
作
成
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■　変更届を送信する

トップページの「お手続きのお知らせ」に決裁依頼が掲載されますので、前工程にて入力および作成

した【変更届】の内容を確認します。

また、届出実行を行うことにより【受給権者諸変更届（登録届）兼年金証書再交付請求書】を作成し、 ８-１

工程終了を行うことにより【変更届】をＣＰＢＳへ送信します。

① トップページの「お手続きのお知らせ」より、決裁依頼の連絡を選択します。

｢掲示板【詳細】｣画面を確認のうえ、『案件へ』を選択します。

② ｢受給権者諸変更（登録）届兼年金証書再交付請求書｣画面にて、入力内容を確認します。

※ 修正が必要な場合は、前工程の担当者へ差戻を行うか、『修正』ボタンを押し該当項目を修正します。

入力内容を確認のうえ、『チェック』ボタンを押します。

➠ 【届出内容】【通知書】が更新されます。

③ 『届出実行』ボタンを押します。

➠ 【変更届】が作成されます。

④ ｢処理結果のお知らせ｣を確認します。

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

事業主 決裁者

ボタンを押し、帳票にて

確認することもできます。

②

③

④

『チェック』ボタンを押した後に修正を行う場合は、

『修正』ボタンを押し、該当項目を修正してください。

終
了
連
絡

変
更
届
確
認

変
更
届
送
信

変
更
届
作
成
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⑤ 『届出内容』『通知書』『届出書控』『送付状』ボタンを押すと、該当の帳票が表示されます。

必要に応じて印刷します。

※ 【送付状】はＣＰＢＳへ書類を提出する際にご使用ください。

８-１

⑥ 『工程終了』ボタンを押します。

➠ 【変更届】がＣＰＢＳへ送信されます。

【受給権者諸変更届（登録届）兼年金証書再交付請求書】の作成を終了します。

⑦ ＣＰＢＳへ書類を提出する場合は、【送付状】を添付のうえ郵送にて提出します。

※ 【送付状】の帳票見本については、Ｐ．１３をご参照ください。

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る ◆ ＣＰＢＳへ書類を提出 （当システム対象外）

⑤

⑥

終
了
連
絡

変
更
届
確
認

変
更
届
送
信

変
更
届
作
成



 8 - 1 - 12

第８章　受給権者のお手続きについて

■　案件終了連絡および帳票を確認する

決裁者が届出実行および工程終了を行うことにより、ＣＰＢＳに案件が移ります。

ＣＰＢＳにて届出手続きを行った後、トップページの「お手続きのお知らせ」に

「お手続きが完了しました。」と案件終了連絡が掲載されます。また、｢帳票を掲載しました。｣と ８-１

帳票掲載連絡が掲載されます。｢帳票取出一覧｣にて手続きの内容をご確認ください。

【年金証書】については、再交付がある場合に作成されます。

◇ ＣＰＢＳにて手続きを行った後、内容を確認する帳票

作成形式が＜出力しない＞の場合は作成されず、＜紙＞の場合は後日ＣＰＢＳより郵送されます。

【年金証書】は後日ＣＰＢＳより郵送されます。制度によりＰＤＦファイルとして作成される場合もあり

ます。ＰＤＦファイルの場合は、｢帳票取出一覧｣より取出可能となりますので年金証書専用用紙に

印刷してください。

また、専用用紙がない場合は、ＣＰＢＳへ電話にてご連絡ください。

① 受給権者へ【受給権者諸変更届（登録届）兼年金証書再交付請求受理通知書】を送付します。

② 【年金証書】の再交付がある場合は、受給権者へ送付します。

※１

※２

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

帳票 帳票説明

受給権者台帳　※１

年金証書　※２

受給権者の基本情報・裁定情報・支払情報を記載した台帳

年金の支払内容を記載した証書

⇒ 「第４章 ３．帳票取出一覧について」 参照

◆ 受給権者へ受理通知書および年金証書を交付 （当システム対象外）

事業主

終
了
連
絡

変
更
届
確
認

変
更
届
送
信

変
更
届
作
成
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■　参考資料

【受給権者諸変更届（登録届）兼年金証書再交付請求書】作成における手続きにて使用する帳票は

以下のとおりです。

８-１

◇ 手続き中または届出実行後に表示可能な帳票

◇ 【送付状】　帳票見本

『届出実行』ボタンを押し、
『届出書控』ボタンを押す

『届出実行』ボタンを押し、
『送付状』ボタンを押す

受給権者諸変更届（登録届）兼
年金証書再交付請求書（控）

送付状

受給権者の管理情報の変更（登録）または年金証書の
再交付請求内容を事業主にて保管する帳票

受給権者の管理情報の変更（登録）または年金証書の
再交付請求内容を受給権者へ案内する帳票

受給権者の管理情報の変更（登録）または年金証書の
再交付請求をＣＰＢＳへ届出た内容の控えとなる帳票

ＣＰＢＳへ書類を提出する際に使用する送付状
※｢送付書類等｣にて入力した場合のみ使用可能

帳票 帳票説明 表示方法

受給権者諸変更届（登録届）兼
年金証書再交付請求書

受給権者諸変更届（登録届）兼
年金証書再交付請求受理通知書

『チェック』ボタンを押し、
『届出内容』ボタンを押す

『チェック』ボタンを押し、
『通知書』ボタンを押す

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る

【送付状】に記載されている内容を確認のうえ

ＣＰＢＳへ送付する書類に添付し郵送してください。

「送付書類等」にて入力した内容が表示されます。
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◇ 表示項目一覧

８-１

案件番号を表示

指図書名または届出書名を表示

受給権者番号（加入者番号）を表示

該当の方のお名前を表示

送付書類を表示

案件番号

指図書名・届出書名

受給権者番号（加入者番号）

氏名

送付書類

証券番号（団体番号）を表示

契約者名を表示

証券番号（団体番号）

契約者名

指図案件

項目 項目説明

作成年月日 帳票の作成年月日を表示

　
受
給
権
者
諸
変
更

（
登
録

）
届
兼
年
金
証
書
再
交
付
請
求
書
を
作
成
す
る



第８章　受給権者のお手続きについて

８-２ 受給権者死亡届とは、受給権者が亡くなった場合に提出する届出を指します。

これにより、失権（受給権の消滅）となり、年金の支払停止手続きが行われます。

ここでは、受給権者死亡届の手続きや操作方法を説明します。

※ 上記はワークフロー階層を３階層で設定されている場合の例です。

事業主にて設定することで、１次処理および２次処理の工程を省略することができます。

　２．受給権者死亡届を作成する第８章

　
受
給
権
者
死
亡
届
を
作
成
す
る

　（１）　受給権者死亡届の作成　手続きの流れ

受給権者 事業主 ＣＰＢＳ

当システム対象外

遺族より受給権者死亡の

連絡をする

受給権者死亡の連絡を

受付ける

死亡届を確認する

死亡通知書を作成する

死亡通知書を提出する

遺族給付の有無を

確認する

遺族へ確認結果を

連絡する

死亡通知書を

受理・保管する

＜確認事項＞

・遺族給付金

・過払

・再送金

・次回年金支払日

死亡届を作成する

死亡届を確認する

死亡届を送信する

届出手続きを行う

帳票を送信する

（例：受給権者台帳など）
案件終了連絡を

確認する

帳票を確認する

Ｐ. ３

Ｐ. ７

Ｐ. ８

Ｐ.１０

１次処理者

２次処理者

決裁者

 8 - 2 - 1
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８-２

■　受給権者死亡届を作成する際の留意点

規約に定める場合において、受給権者の死亡により遺族給付金の請求が可能です。

受給権者死亡の申出があった場合には、併せて遺族給付金の請求有無をご確認ください。

遺族給付金の請求がある場合は、裁定のうえ【失権決議書兼未支給給付裁定決議書（受給中）】や

【失権決議書兼遺族給付金裁定決議書（受給中）】、またはその両方の作成が必要ですので

以下をご参照ください。

過払とは、死亡連絡の遅延などにより、本来支給終了すべき年金が、すでに支払われている

状態を指します。

また、再送金とは受給権者（死亡者）の口座閉鎖などで入金できず、送金不能な場合に別口座への

支払いを行うことを指します。

何らかの事由により、再送金が発生した場合には、ＣＰＢＳより連絡をさせていただくことがあります。

遺族給付金の請求有無と併せて、過払および再送金の発生有無についてもご確認ください。

過払が発生している場合は、ＣＰＢＳへ電話にてご照会ください。

【受給権者死亡届】作成においては、遺族から以下の書類をご提出いただき、確認のうえ保管してください。

・ 【年金受取人死亡通知書】（｢受給権者のしおり｣に添付）

・ 年金証書　

・ 本人確認書類

・ 受給権者の死亡を証する書類（除籍後の戸籍抄本等）

※ 発行日から３カ月以内の公的書類にてご確認ください。

　
受
給
権
者
死
亡
届
を
作
成
す
る

　（２）　受給権者死亡届の作成　手続きのポイント

留意点① 遺族給付金について

留意点② 過払・再送金について

留意点③ 遺族から事業主へ提出する書類について

⇒ 「第７章 3．裁定決議書を作成する」 参照
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８-２

① 受給権者死亡の連絡を受付後、遺族給付金の請求有無を確認します。

② 遺族へ確認結果および【年金受取人死亡通知書】などについて連絡します。

③ 遺族給付金の受給資格を有している場合は、遺族へ裁定請求に関する説明をします。

④ 遺族から【年金受取人死亡通知書】を受理し、内容を確認します。

■　死亡届を作成する

【年金受取人死亡通知書】に基づき、【受給権者死亡届】を作成します。

① トップページより、『受給権者のお手続き』を選択し、『受給権者死亡届作成』を押します。

　（３）　受給権者死亡届の作成　手続きの手順

　
受
給
権
者
死
亡
届
を
作
成
す
る

◆ 遺族から年金受取人死亡通知書を受理 （当システム対象外）

事業主 １次処理者

①

①

終
了
連
絡

帳
票
確
認

死
亡
届
確
認

死
亡
届
送
信

死
亡
届
作
成
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② ｢受給権者死亡届作成｣画面にて、｢始めから作成する｣を選択し、「受給権者番号（加入者番号）」を

入力します。

※ 一時保存を行った場合は、「続きから作成する」を選択し、「受給権者番号（加入者番号）」を

入力します。

８-２

③ 『次へ』ボタンを押します。

　
受
給
権
者
死
亡
届
を
作
成
す
る

受給権者番号（加入者番号）が不明の場合は、

を押し、氏名検索機能をご使用ください。

②

③

終
了
連
絡

帳
票
確
認

死
亡
届
確
認

死
亡
届
送
信

死
亡
届
作
成
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④ ｢受給権者死亡届｣画面にて、表示された内容を確認のうえ、｢基本項目｣｢チェック項目｣を入力します。

続いて｢台帳作成形式｣を必要に応じて選択します。

８-２ 「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。

入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。

◎：必ず入力（確認）いただく項目　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

⑤ 『チェック』ボタンを押します。

➠ チェックが行われ、【届出内容】が作成されます。

⑥ 「処理結果のお知らせ」を確認します。

※ 修正が必要な場合は、『修正』ボタンを押し該当項目を修正します。

入力内容を確認のうえ、『チェック』ボタンを押します。

➠ 【届出内容】が更新されます。

受給権者台帳

受給権者（死亡者）のお名前をカナで表示

受給権者（死亡者）のお名前を漢字で表示

受給権者（死亡者）の死亡年月日を入力

連絡事項がある場合に選択または入力

遺族給付金の受給資格がある場合に選択

当届作成時点で、支給終了すべき年金が支払われている場合に選択

受給権者（死亡者）の口座閉鎖などで送金不能となっている場合に選択

手続き後に作成される受給権者台帳の作成形式を選択

遺族給付金の受給資格有

過払有

再送金有

台帳作成形式

受給権者（死亡者）氏名（漢字）

死亡年月日

その他連絡欄

チェック項目

項目 必須 項目説明

＜事業主＞

基本項目

　
受
給
権
者
死
亡
届
を
作
成
す
る

◎

◎

◎

○

○

○

○

◎

受給権者（死亡者）氏名（フリガナ）

項目
説明

ボタンを押し、帳票にて

確認することもできます。

④

⑤

⑥
⑦

ボタンを押し、表示された

カレンダー上にて年月日を選択してください。

『チェック』ボタンを押した後に修正を行う場合は、

『修正』ボタンを押し、該当項目を修正してください。

終
了
連
絡

帳
票
確
認

死
亡
届
確
認

死
亡
届
送
信

死
亡
届
作
成
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⑦ 『工程終了』ボタンを押します。

➠ 案件が２次処理者へ移ります。

８-２

　
受
給
権
者
死
亡
届
を
作
成
す
る

作成内容の修正およびエラーの発生について

『チェック』ボタンを押した後に変更および修正が必要な場合は、『修正』ボタンを押し、
該当項目を修正します。
エラーが発生している場合は、「処理結果のお知らせ」を確認、または『解説』ボタンを押し、
「処理結果（ＥＣＷ）コード解説」にて内容をご確認ください。

⇒ 「第１２章 １． エラーを解決する」 参照

終
了
連
絡

帳
票
確
認

死
亡
届
確
認

死
亡
届
送
信

死
亡
届
作
成
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■　死亡届を確認する

トップページの「お手続きのお知らせ」に２次処理依頼が掲載されますので、前工程にて入力および

作成した【死亡届】の内容を確認します。

８-２

① トップページの「お手続きのお知らせ」より、２次処理依頼の連絡を選択します。

｢掲示板【詳細】｣画面を確認のうえ、『案件へ』を選択します。

② ｢受給権者死亡届｣画面にて、入力内容を確認します。

※ 修正が必要な場合は、前工程の担当者へ差戻を行うか、『修正』ボタンを押し該当項目を修正します。

入力内容を確認のうえ、『チェック』ボタンを押します。

➠ 【届出内容】が更新されます。

③ 『工程終了』ボタンを押します。

➠ 案件が決裁者へ移ります。

　
受
給
権
者
死
亡
届
を
作
成
す
る

事業主 ２次処理者

ボタンを押し、帳票にて

確認することもできます。

②

③

『チェック』ボタンを押した後に修正を行う場合は、

『修正』ボタンを押し、該当項目を修正してください。
死
亡
届
作
成

終
了
連
絡

帳
票
確
認

死
亡
届
確
認

死
亡
届
送
信
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■　死亡届を送信する

トップページの「お手続きのお知らせ」に決裁依頼が掲載されますので、前工程にて入力および

作成した【死亡届】の内容を確認します。

また、届出実行を行うことにより【受給権者死亡届】を作成し、工程終了を行うことにより、【死亡届】を ８-２

ＣＰＢＳへ送信します。

① トップページの「お手続きのお知らせ」より、決裁依頼の連絡を選択します。

｢掲示板【詳細】｣画面を確認のうえ、『案件へ』を選択します。

② ｢受給権者死亡届｣画面にて、入力内容を確認します。

※ 修正が必要な場合は、前工程の担当者へ差戻を行うか、『修正』ボタンを押し該当項目を修正します。

入力内容を確認のうえ、『チェック』ボタンを押します。

➠ 【届出内容】が更新されます。

③ 『届出実行』ボタンを押します。

➠ 【死亡届】が作成されます。

④ ｢処理結果のお知らせ｣を確認します。

　
受
給
権
者
死
亡
届
を
作
成
す
る

事業主 決裁者

『チェック』ボタンを押した後に修正を行う場合は、

『修正』ボタンを押し、該当項目を修正してください。

ボタンを押し、帳票にて

確認することもできます。

②

③

④

終
了
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帳
票
確
認
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確
認

死
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信
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第８章　受給権者のお手続きについて

⑤ 『届出内容』『届出書控』ボタンを押すと、該当の帳票が表示されますので、内容を確認します。

８-２

⑥ 『工程終了』ボタンを押します。

➠ 【死亡届】がＣＰＢＳへ送信されます。

【受給権者死亡届】の作成を終了します。
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第８章　受給権者のお手続きについて

■　案件終了連絡および帳票を確認する

決裁者が届出実行および工程終了を行うことにより、ＣＰＢＳに案件が移ります。

ＣＰＢＳにて届出手続きを行った後、トップページの「お手続きのお知らせ」に

「お手続きが完了しました。」と案件終了連絡が掲載されます。また、｢帳票を掲載しました。｣と ８-２

帳票掲載連絡が掲載されます。｢帳票取出一覧｣にて手続きの内容をご確認ください。

◇ ＣＰＢＳにて手続きを行った後、内容を確認する帳票

※ 作成形式が＜出力しない＞の場合は作成されず、＜紙＞の場合は後日ＣＰＢＳより郵送されます。

■　参考資料

【受給権者死亡届】作成における手続きにて使用する帳票は以下のとおりです。

◇ 手続き中または届出実行後に表示可能な帳票

『チェック』ボタンを押し、
『届出内容』ボタンを押す

『届出実行』ボタンを押し、
『届出書控』ボタンを押す
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帳票 帳票説明

受給権者台帳 受給権者の基本情報・裁定情報・支払情報を記載した台帳

帳票 帳票説明 表示方法

受給権者死亡届

受給権者死亡届（控）

受給権者の死亡届出内容を事業主にて保管する帳票

受給権者の死亡をＣＰＢＳへ届出た内容の控えとなる帳票

⇒ 「第４章 ３．帳票取出一覧について」 参照

事業主

死
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第８章　受給権者のお手続きについて

８-３

■　個人番号未登録者一覧兼一括登録用データをダウンロードする

「個人番号未登録者一覧兼一括登録用データ（以下、「未登録者一覧データ」といいます。）」 をダウンロードします。

「未登録者一覧データ」は『帳票取出一覧』より取出しが可能です。

「未登録者一覧データ」には、「事業主（事業所）番号」「加入者番号」「生年月日」「性別」

「基礎年金番号（登録されている場合）」「受取人氏名（カナ・漢字）」「郵便番号」「住所」「電話番号」を登載しています。

① トップページより、『帳票取出一覧』を選択します。

② 「帳票取出一覧」画面にて、「操作選択」の     を押します。

③ 保存のプルダウンから『名前を付けて保存』を押します。
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第８章

（1）　個人番号一括アップロード　手続きの手順

　３．個人番号一括アップロードを行う

①

②

③

③
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第８章　受給権者のお手続きについて

８-３

④ 任意の保存場所を選択のうえ、ファイル名は変更せずに、『保存』を押します。

「個人番号一括アップロードツール」への取込みが可能な「未登録者一覧データ」が作成されます。

　
個
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第８章　受給権者のお手続きについて

■　個人番号一括アップロ－ド用ツールをダウンロードする

　「個人番号一括登録データ作成ツ－ル」に必要項目を入力し、個人番号一括アップロード用ファイルを作成します。

８-３

① トップページより、『ツール』を選択します。

② 「ツ－ル一覧」画面にて「個人番号一括登録デ－タ作成ツ－ル」を選択します。

③ 「ツ－ル」画面にて、表示内容を確認のうえ、『ダウンロード』ボタンを押します。

➠ 「一括登録データ作成ツール」がダウンロードされます。
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第８章　受給権者のお手続きについて

④ 『ファイルを開く』ボタンを押し、パスワードを入力します。

※ 「個人番号一括登録デ－タ作成ツ－ル」には、安全管理措置の観点から初期パスワ－ド

「MYNUMBER01」が設定されています。半角英数で初期パスワ－ドを入力いただき、ツ－ルを開きます。

８-３

⑤ 『ファイル取込』ボタンを押します。

⑥ 「ファイルを開く」画面にて、Ｐ．２の④で保存した「未登録者一覧データ」を選択し、『開く』ボタンを押します。

➠ 「未登録者一覧データ」がダウンロードされます。

※ 「未登録者一覧デ－タ」のファイル名は「ＫＯＪＩＮＢＡＮＧＯ_ＴＯＵＲＯＫＵ_（当社管理番号）」が

設定されています。
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⑥
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第８章　受給権者のお手続きについて

⑦ 取込まれた情報を確認のうえ、「個人番号」を入力し、『アップロードファイル作成』ボタンを押します。

８-３

⑧ ファイル名を指定し、『ＯＫ』ボタンを押して作業用のフォルダに保存します。

➠ 「個人番号一括アップロード用デ－タ」が作成されます。

※ 「個人番号一括アップロード用デ－タ」作成済の方は「処理済」欄に「済」と表示されます。

複数回に分けてアップロ－ドを行う場合の注意事項

Ⅰ．前回作成時に使用したツ－ルを継続使用する場合

　 前回作成時に使用したツ－ルを展開し、新たにアップロ－ドを行う対象者の個人番号を追加入力し、

一括アップロ－ド用デ－タを作成してください。

※アップロ－ド済の対象者の削除等は不要です。

Ⅱ．前回作成時に使用したツ－ルを破棄している場合

　 初めからツ－ルを展開し、新たにアップロ－ドを行う対象者の個人番号を追加入力し、

一括アップロ－ド用デ－タを作成してください。

※前回までにアップロ－ド済の対象者については、個人番号の入力は不要です。

一括アップロ－ド用デ－タは、個人番号入力有かつ、「処理済」欄がブランクの方を対象

に作成されます。
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⑧
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第８章　受給権者のお手続きについて

■　個人番号一括アップロ－ドを行う

「個人番号一括アップロ－ド」を使用して、以下の手順にてアップロ－ドを行います。

８-３

① トップページより、『個人番号一括アップロードツール』を選択します。

② 「個人番号一括アップロード一覧」より『UPLOAD』ボタンを押します。

③ 「個人番号一括アップロード［ファイル登録］」 画面にて、「ファイル指定」の『参照』ボタンを押します。

④ Ｐ．５の⑧で保存した「個人番号一括アップロード用デ－タ」を選択し、『実行』ボタンを押します。

➠ 「個人番号一括アップロード一覧」にファイルが登載されます。
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第８章　受給権者のお手続きについて

⑤ 「個人番号一括アップロード一覧」にてアップロ－ドするデ－タを 選択し、『連動指示』ボタンを押します。

➠ アップロードした個人番号がＣＰＢＳに通知されます。

※ 安全管理措置の観点から、アップロ－ド後、翌営業日中に連動指示を行わなかった場合、

８-３ アップロ－ド翌営業日の夜間にアップロ－ドデータが削除されます。お手続きが必要な場合は

再度アップロ－ドを行ってください。

連動処理の翌営業日に「個人番号登録処理結果（ＥＣＷ）リスト[一括登録]」が『帳票取出一覧』に

掲載されますので、処理結果をご確認ください。
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ボタン説明

UPLOAD
一括アップロード用データを選択する場合に使用します。
状況「未処理」としてファイル登載されます。

削除 状況「未処理」のデータを削除する場合に使用します。

指示取消
状況「指示済」のデータに対して連動を取消す場合に使用します。
取消した場合、状況は「未処理」に更新されます。
なお、連動指示日当日の１７：００まで指示取消が可能です。

連動指示
状況「未処理」のデ－タに対して、連動を行う場合に使用します。
連動指示をした場合、状況は「指示済」に更新されます。

処理結果の確認について

ボタン

⑤

メ モ
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第８章　受給権者のお手続きについて

■　補正変換ツール（企業年金連合会から個人番号を取得）を使用する

　「補正変換ツ－ル」を使用して「未登録者一覧データ」を企業年金連合会の照会デ－タ

（「仮照会（企業年金連合会への初回の照会）」）用デ－タフォ－マットに変換します。 ８-３

　変換内容は以下のとおりです。

① トップページより、『ツール』を選択します。

② 「ツ－ル一覧」より「補正変換ツール」を選択します。
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①

②
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第８章　受給権者のお手続きについて

③ 「ツ－ル」画面にて、表示内容を確認のうえ、『ダウンロード』ボタンを押します。

➠ 「連合会照会用補正変換ツール」がダウンロードされます。

８-３

④ ツ－ルを開き、『仮照会受付ファイル作成』ボタンを押します。
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第８章　受給権者のお手続きについて

⑤ ファイル選択のダイアログにて「未登録者一覧データ」を選択し、『開く』ボタンを押します。

※「未登録者一覧デ－タ」のファイル名は「ＫＯＪＩＮＢＡＮＧＯ_ＴＯＵＲＯＫＵ_（当社管理番号）」が設定されています。

８-３

⑥ 作成ダイアログが表示され、ファイルの作成が完了します。

仮照会受付ファイル作成後は企業年金連合会ホームページにて個人番号取得のお手続きをお願いいたします。

個人番号取得後はP．６をご参照のうえ個人番号一括アップロードのお手続きを進めてください。
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